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社会問題過程の分析-道徳的コンブI)クトを中心に一

石 川 准
’

筆者は本稿において，「逸脱」現象を「社会過程」と見る立場を採用し，それを犯せば「逸脱」となる
ような「規則」の制定と，脇脱者」に対する「社会統制」とを分析の主たる対象とする「社会問題の社
会学」の理論枠組を構築することを試みる。また，この理論枠組を用いて，「社会権」が正当性を得てい
ない社会においては明らかな「逸脱的集合行動」とみなされる「福祉権運動」の発生と帰結を分析し，理
論の検証と運動の理解をめざす。

組み込む。そうしておいて「社会解体」や「逸
脱行動」の「原因分析」や「影響分析」を行な
い，これを基にして，それらの「解決」をめざ
ず:）
第二のアプローチはmtsuseとSpector(1973]
の「コンフリクトアプローチ」である。その特
徴は次の通りである。①「道徳的コンフリクト」
に関心を向け，各社会集団や社会成員によって
「主観的」に定義された「社会問題」を分析の
対象とする。②「社会問題」の定義の｢客観化」
や「社会問題」の統制をめぐる「社会過程」を
分析すぎ:）
筆者は，これら二つのアプローチのうち，所
与の道徳体系の自明性を承認し「社会問題」の
「非政治的」「技術的」解決を指向するMerton
流の「コンセンサスアブ。ローチ」ではなく，「社
会問題」をめぐる「道徳的」「政治的」対立に
注意を向ける「コンフリクトアプローチ」を選
択する。そして「社会問題」を次の様に定義す
る。「社会問題とは，一定の社会成員によって
道徳的逸脱と定義され社会統制を要求された行
為や属性の事であり，さらにまた一定の社会成
員によってこのような道徳的逸脱を積極的に導
いたと評価され，あるいは道徳的逸脱を適切に

第 一 節 社 会 問 題 の社会学
そのアプローチとパースペクテブ

’

１．コンセンサスアプローチとコンフリクトア
プローチ
「社会問題の社会学」が首尾一貫した理論を

所有する為には，我々はおそらく次の二つのア
プローチのいづれかを選択しなければならない
第一のアプローチはMerton(1966)の「コン
センサスアプローチ」である。彼のアプローチ
の特徴を簡単に整理すると，次の様になる。①
「社会問題は，広く共有された社会的標準と実
際の社会生活の状態との実質的な乖離である」
(Merton,1966,p､780]と「社会問題」を定
義し，「道徳的コンフリクト」を分析の対象か
ら除外して，「支配的価値」と「支配的規範」
が存在すると想定しうる場合に限って，それら
からの「逸脱」を分析する。②「支配的規範」
が「支配的価値」の実現に対し不整合的である
様な事態を「社会解体」と呼び，「実際の行為」
が「支配的規範」を侵害する様な事態を「逸脱
行動」と呼んで，これらを「社会問題」を構成
する二つのサブカテゴリーとする事によって，
「社会問題の社会学」を構造機能分析の一環に
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統制し得ないと評価され改変を要求された規範
や価値の事である。

化的パースペクティブ」が，行動様式の相違を
価値や規範や欲求の文化的相違で説明する点で
ある。
これに対し，「状況的パースペクティブ」は

文化的変数を普遍と見なし，行動様式の相違を，
行為者が置かれた状況の相違で説明する。我々
はこの典型を「アノミー論」に見ることが･でき
る。Mertonの「アノミー論」は，成功という文
化的目標が通階級的に平等に分配されているに
もかかわらず，それを実現するための手段や機
会が不平等にしか分配されていないアメリカに
於いては，非合法的な手段を用いて目標を実現
しようとする「革新的逸脱」や目標それ自体の
修正を目ざす「反抗的逸脱」等が発生すると主
張する。
Mertonを継承したClowardとOhlin(1960)

は，「合法的機会」の有無に加え，「非合法的
機会」の有無も逸脱の形態や内容を大きく規定
すると主張し，「合法的機会」「非合法的機会」
がいずれも閉鎖的な場合には，時として暴走や
爆発や悪ふざけを行なう「攻撃者型非行」か，
麻薬や覚醒剤に耽ける「退却者型非行」が発生
し，「合法的機会」は閉鎖的でも「非合法的機
会」が開放的な場合には，プロの犯罪者となり
かねない「犯罪者型非行」が発生すると指摘し
ている。Clowardらは「状況的パースペクティ
ブ」に忠実に依拠して「アノミー論」を改良し
ている。
これらに対し，「関係的パースペクティブ」

は「逸脱行為」に先行する他者の行為の規定力
を重視すぎ:)この典型は,「レイベリング理論」
である。Beiker(1963)｣PLemert(1967:1ら
は，「逸脱行為」を「統制者」と「逸脱者」と
の相互行為の一局面と見なし，「統制者」の｢レ
イベリング」や「負のサンクション付与」が「逸
脱経歴の深化」(Beiker)乃至「予言の自己成

２．社会問題への３つのパースペクテイブ
コンフリクトアフ。ローチを選択し，社会問題

の「社会過程分析」-これを「社会問題過程
の分析」と呼ぶ事にする-を行なう為には，
それでは如何なるパースペクティブ乃至説明方
針が要請されるのだろうか。この点に関しては，
貧困研究の分野でWaxman[1977]が行なった
「文化的パースペクティブ」「状況的パースペ
クティブ」「関係的パースペクティブ」の分類
を利用するのがこの際便利である。
「文化的パースペクティブ」の典型は「貧困

の文化論」である。Lewisらが標傍する「貧困
の文化論」は，広義には貧困者の生活状態，行
動様式，心理状態に関する一切の研究を含むが，
狭義には貧困の下位文化によって貧困者の行動
様式や社会経済的地位を説明する理論の事であ
る。Fave(1974)は，「貧困の文化論」が主張
する７つの基本命題を提示している。①貧困者
に特有な価値のセットがある。②これらの価値
は貧乏な生活の経験から直接発生したものであ
る。③貧困者の日々の実際の行動は，この価値
によって非常に影響を受けている。④この行動
の多くは，中産階級の価値観からは逸脱するこ
と甚だしい。⑤この行動の多くは貧困者が貧困
から脱出し上昇していく為には極めて逆機能的
である。⑥貧困者の価値は多くはそのまま世代
を越えて継承される。⑦価値の自己永続的性格
の為に，貧困者は，たとえ貧困から脱出する機
会が与えられても，それを生かすことが出来な
い。
ここでは「貧困の文化論」の妥当性や社会政

策に与えた影響等は問題にしない。指摘してお
きたいのは「貧困の文化論」に代表される「文
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ないと考える。複数のパースペクティブを採用
し，それを具現する首尾一貫した行為理論を整
備する事によって，経験的説明力が顕著に向上
すると期待出来るなら，当然そちらを選択すべ
きである。本稿は三つのパースペクティブのい
づれをも重視し-これを「全体的パースペク
ティブ」と呼ぶ事にする-文化，状況，関係
と言う三種の説明変数を用いて「規範性」「目
的合理性」「他者依存性」と言う行為の三側面
のすべてに照明をあて「社会問題過程」の分析
を行ないたいと考える。その正否は後論でおの
づと示される筈である。
ところでコンフリクトアプローチを採用する

社会問題の社会学は，「規則制定過程」と「社
会統制過程」とからなる「社会問題過程｣の｢発
生局面の分析」と「結果局面の分析」とを主題
とする。換言すれば「逸脱」現象を社会的政治
的な過程とみなす社会問題の社会学は，如何な
る条件のもとで，それをおかせば「逸脱」とな
る規則の制定を目ざす「道徳的企て」が発生し，
如何なる場合に「逸脱者」に対する「社会統制
活動」が発生するのかを分析し，更に「規則制
定過程」や「社会統制過程」の帰趨は如何なる
条件に規定されているのかを分析する。
「社会問題過程」の「発生局面の分析」に当

っては，「参加動機の分析」を重視する。筆者
が本稿で最も問題にしたい「社会問題過程」へ
の「参加動機」は「相対的剥奪感」(relative
deprivation)である。一定の「剥奪」と一定の
「欲求」と一定の「正当性信念」が組み合わさ
ると「怒り」が発生し，更にそれが動機となっ
て社会運動が生起すると主張する「相対的剥奪
感論」の「動機分析」の枠組は，無論あらゆる
種類の「道徳的企て」や「社会統制活動」の動
機を説明する事は出来ないが，「被剥奪者」
(deprivedperson)が如何なる条件のもとで

就」(Lemert)をもたらすと主張する。
尚,Waxman自身は，関係的変数のうち「レ
イベリング」を重視し，「関係的パースペクテ
ィブ」を，シンボリックな相互作用がもたらす
「アイデンティティ問題」によって「逸脱行為」
を説明するパースペクティブの意味に用いてい
るが，筆者は，この定義を若干拡張し，「サン
クション付与」を含めて「他者からの働きかけ」
一般を関係的変数として扱いたい。

３．全体的パースペクティブ
ところで，これらのパースペクティブはそれ

ぞれ異なる行為理論を要請する。先づ文化的パ
ースペクティブに対応する行為理論は，行為の

「規範性」を重視するそれである。状況的変数
を捨象する以上，このパースペクティブに依拠
しつつ，行為の「目的合理性」を強調する行為
理論を構築する事は理論的に不可能である。又
状況的パースペクティブは逆に，行為の「目的
合理性」を重視する行為理論を要請する。価格
や所得の変化に敏感に即応するホモエコノミク
スを仮定する時に，状況的変数は最も重要な変

数となる。更に関係的パースペクティブは，行
為の「他者依存性」を強調する行為理論を支持
する。換言すれば他の二つのパースペクティブ
が行為者の「主体性」を重視するのに対し，関
係的パースペクティブは行為を「レイベリング｣
や「サンクション付与」の関数として説明する
行為理論を要請すざ:)従ってこれらのパースペ
クティブのいづれかを選択すると言う事は，そ
れが支持する行為理論を選択した事を意味する。
それでは「社会問題の社会学」は，これらの

パースペクティブの中からいづれか一つを選択

しなければならないのだろうか。筆者はパース
ペクティブの選択は先に行なったアプローチの

選択とは異なり，必ずしも択一的である必要は

｜
’

- ３ -

’



Ｉ

’

’

「道徳的企て」に参加するのかを第四節で分析
する本稿にとっては，先づ開発しなければなら
ない分析枠組である。
尚「相対的剥奪感論」は，次節で示すように

文化と状況と関係によって「相対的剥奪感」の
発生と，それに基づく行為とを説明する分析枠
組である事から，「全体的パースペクティブ」
に適合的である。しかし関係的変数の扱いは必
ずしも充分とは言えないので，「アイデンティ
ティ理論」でこれを補完したい。更に又，「参
加動機」と「道徳的企て」や「社会統制活動」
の発生とを繋ぐいくつかの媒介変数を導入し，
「発生局面の分析」を，より充全なものにする
為に，「連帯理論」と「崩壊理論」の知見を取
り入れたいと考える。
又「社会問題過程」の「結果局面の分析」に

際しては，「レイベリング理論」を採用し，更
にそれを「アイデンティティ理論」と「資源動
員論」で補完したい。ラベルの生成やラベルの
適用をめぐる社会・政治過程を主題とする「レ
イベリング理論」はやはり「全体的パースペク
ティブ」に見合う分析枠組の開発につとめてい
る。但し,その理論的成果は現段階では必ずし
も充分とは言えないので，「社会問題過程」の
「アイデンティティ闘争」としての側面を重点
的に分析する為に，「アイデンティティ理論」
を，又「政治闘争」としての側面を分析する為
に「資源動員論」をそれぞれ導入する必要があ
る。（但し「資源動員論」は本稿では扱わない）

第二節社会問題過程の発生局面の
分析枠組一相対的剥窯感を
中心にして

１．「相対的剥奪感」概念の検討
筆者は先ず，一定の文化と一定の状況と一定

の関係が組み合わさると社会成員は，自己の状
態を一群の「逸脱行為」やそれを引起こした｢規
則」によってもたらされた「不当」な状態と定
義し，それに「怒り」を感じて道徳的企てや社
会統制活動に参加し，状態の是正と「怒り」の
低減とを目ざすと仮定する。この仮説を一つの
分析枠組に仕上げる為に相対的剥奪感論を利用
する。
相対的剥奪感という概念はStouffer(1949)
らによって初めて使用された。彼らはこの概念
を兵士の行動様式や心理状態の説明に用い，相
対的剥奪感論と準拠集団論の端緒を開いた。こ
の後,Davis(１９５９)JPRunc血an(1９６６)へと

継承されていく相対的剥奪感論は，個人の磨観
的状態が不満を発生させるのではなく，個人の
状態と比較準拠集団の状態との格差が不満をも
たらすという基本仮説を所有するに至る。この
意味で相対的剥奪感論は，当初から関係的変数
に注目していたと言う事が出来る。
Rmchan(1９６６)は政治意識研究にこの概

念を導入する。所得や職業やステイタスや権力
などが，客観的には不平等に分配されているか
らといって，必ずしも最も恵まれない階層が自
己の状態に対し，不平や不満を最も強く感じる
とは限らないとすれば，不平等と不平との間に
如何なる媒介要因が介在しているのかを，理論
的に明らかにする必要があるとＲｍcimanは主
張する。彼はそれを比較準拠集団に求め，イギ
リスの労働者の不平に関する実証研究を行って
いる。又彼は，その理論的成果は充分でな’1,と
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が，相対的剥奪感をもたらすと言うマクロな構
造的規定力を分析することができ参:）
又Geschwender(1968]は,相対的剥奪感を
「地位非一貫性」状態がもたらす「認知的不協
和」と定義し，地位非一貫性仮説を提案してい
さ§)尚この仮説は全てのタイプの相対的剥奪感
を説明するための仮説では無論ないが,Runc伽ａｎ
の準拠集団仮説にしろ,Gurrの価値期待と価値
能力との乖離が剥奪感をもたらすという仮説に
しろ，主観的変数を説明変数として必要とする
のに対し，この仮説は多次元的な社会的地位構
造という客観的変数によって，ある種の社会運
動を説明しうるという利点をもっている。
更にまたCrosly(1976]は相対的剥奪感を
次のように定義する。「ｘを所有していない個
人が，①誰か他者がｘを所有しているのを知っ
ており，②ｘを欲しており，③ｘを所有する資
格があると確信しており，④ｘの獲得は実現可
能(feasible)だと感じており,⑤現在ｘを所有
していないのは自己の責任ではないと考えてい
るならば,彼は相対的剥奪感を感じる(Crosby,
1976,p90)g)Crosbyはこれらのうち②が欠
けると「義憤」，③が欠けると「落胆」，④が
欠けると「不満足」，⑤が欠けると「自己嫌悪」
が生じ，全ての条件が整って始めて相対的剥奪
感が発生すると仮定している。
これらの論述を踏まえて筆者の相対的剥奪感

の定義を示しておこう。「相対的剥奪感」とは，
①任意の重要な価値客体を所有していない個人
が，②当の価値客体を欲し，③しかもその獲得
は自己の権利であるにもかかわらず，④不正な
他者の行為や不正な規則により剥奪されている
と確信する心理状態である。この様に相対的剥
奪感を定義する事によって「自己の正当な欲求
が不正な行為や不正な規則によって不当にも剥
奪されている事への「怒り」と言う内包を明確

は言え，規範準拠集団と相対的剥奪感との関連
にも注目している。
Ｒｍcimanの議論を更に発展させ，相対的剥

奪感論を一つの分析枠組に仕上げたのはGurr
〔１９７０〕である。Gurrは，相対的剥奪感を「価
値期待」と「価値能力」との乖離と定義する。
「価値期待」とは，獲得する正当な資格が自己
にあると行為者が確信する価値客体のことであ
り，「価値能力」とは自己の能力によってそれ
を獲得しうると確信する価値客体の事である。
Gurrは相対的剥奪感を政治的暴力の動機と

する為に，この概念に重大な修正を加えている。
即ちGurr以前の論者がいずれも,比較準拠集団
との格差がもたらす「欲求不満」の意味に，こ
の概念を用いているのに対し，彼はそれに規範
的な意味を付け加え，「不当」な剥奪に対する
「怒り」と言う定義を与えて，政治的暴力の発
生を規定する最も重要な説明変数として用いて
いる。
ところでGurrはRuncmanとは対象的に，準

拠集団の規定力を重視しない。これは彼の関心
が政治的暴力の国際比較研究にある事とも関連
すると思われるが，筆者は比較準拠集団と規範
準拠集団とは共に，相対的剥奪感の発生を規定
する重要な関係的変数であると考える。また
Gurrは動学分析のために三つの相対的剥奪感
の類型を用意している。それらは，価値期待は
不変であるにもかかわらず，価値能力が低下し
て生じる「能力低下型剥奪感」(decremental
deprivation),価値能力は一定であるにもかか
わらず，価値期待が上昇して生じる「期待上昇
型剥奪感」(aspirationaldeprivation),価値
期待の上昇と価値能力の低下が同時に起きて生
じる醐待上昇･能力低下型剥奪感｣@rogressive
deprivation)である。この様な類型を設定する
ことによって，資源分配構造と文化構造の変動

- ５ -
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にこの概念に与える事が出来る。この様に相対
的剥奪感を欲求不満から峻別することによって，
「不満は遍在するから，これによっては社会運
動を説明しえない」とするMcCarthy&Zald
〔１９７７〕らの批判に対抗することができる。

３．エクイティ理論の検討
エクイティ理論は相対的剥奪感論とかなり類

似した発想をもつ社会心理学理論である。エク
イティ理論の主張のうちで特に参考としたい諸
点は次のとおりである。①エクイティノルムが
強固な社会においては，被搾取者のみならず搾
取者や第三者までが不公平な状態に苦痛を感じ，
なんらかの方法によって公平を回復しようとす
る。②公平性を回復する方法には「つぐない」
と「正当化」とがある。被搾取者はつぐないを
求めても得られない時には自ら現状を正当化し，
苦痛を低減してしまうし，搾取者は正当化しえ
ない時にはつぐなうことによって苦痛を低減す
るし，第三者は搾取者を特定できない場合に被
搾取者の救済にあたる。③被搾取者は自己の貢
献に見合う報酬を提供されない場合に，報酬の
増加を要求し，それを獲得することによっても
公平性を復元できるが，自己の貢献を低下させ
ることによっても，公平性を回復することがで
きる!oこれらは相対的剥奪感論が十分に注意を
払ってこなかった論点である。

２．相対的剥奪感を中心とした分析枠組の検討
Gurr[１９６８]は，「相対的剥奪感」の「政治

闘争」に対する基本的規定力を，権力主体の｢強
制力」や媒介集団や緊張処理メカニズムなどの
「制度化」や，「体制の正当性」が抑制し，闘
争に必要な手段や闘争を正当化する信念などを
提供する「促進要因」が助長するという因果モ
デルを構築し，１１４ケ国のデータを収集して仮
説の検証を試みている。重回帰分析とパス分析
の結果，「相対的剥奪感」と他の四つの媒介変
数とで「政治闘争」の全分散の６５パーセントを
説明できるということ，「相対的剥奪感」だけ
でも全分散の３６パーセントを説明できるという
こと，「促進要因」は最も重要な媒介変数であ
ると同時に，独立にも「政治闘争」を規定して
いるということ，「体制の正当性｣は独立に倣
治闘争」を抑制しているということ，「制度化」
は「促進要因」と「強制力」に影響を与えるが，
「政治闘争」に対する直接的な影響力をもたな
いということ，「強制力」は「促進要因」に負
の効果を与えることで間接的に「政治闘争」を
抑制するということなどが指摘されていさ§）
Gurrのこの国際比較研究は相対的剥奪感論を
代表する実証研究であると同時に，理論的にも
最も洗練されている。ここでは｢相対的剥奪感」
の説明力を確認すると共に,GurTが「促進要
因」や「抑制要因」などの関係的変数をも重視
しているということにも留意しておきた↓(:）

４．相対的剥奪感論と連帯理論
相対的剥奪感論は大衆社会論とともに「崩壊
理論」(break-downtheory)と呼ばれること
が多い。「崩壊理論」とは，急激な社会変動が
もたらすインパクトによって一方で社会統制力
が弱化し，他方で不満や怒りが沸騰し，それら
が相俟って非制度的集合行動が発生すると考え
る一群の理論のことである慨に見たGurr･の
分析枠組は，急激な資源分配構造の変動や文化
構造の変動によって生じる価値期待と価値能力
との乖離が，相対的剥奪感を発生させるという
基本前提をもち，更に強制力や制度化や体制の
正当性が低下し，政治闘争に対する抑制力が弱
化すると闘争が発生すると主張することから，
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参加」との間には有意な正の相関関係が見出さ
れ，崩壊が運動をもたらすという大衆社会バー
ジョンは支持されなかった。②「相対的剥奪感
尺度」と「運動への支持」や「運動への参加」
との間には，有意な正の相関関係が見出され，
不満は定数に過ぎないから説明力は無いとする，
「連帯理論」の主張の一つは否定された。③
「連帯尺度」と「相対的剥奪感尺度」との間に
は有意な正の相関が見出され，「連帯集団」に
よって不満の発生が促進されるか，又は不満に
基づいて「連帯集団」が形成される事が推定さ
れた。
Useemのこの実証研究は，必ずしも充全だと

言う訳ではない。例えば，「連帯集団」と剥奪
感との関係を明らかにしようとするあまり，
「崩壊尺度」の扱いはぞんざいだった。しかし
ながら彼の研究は今後の方向を示したものとし
て評価できるツ

「崩壊理論」に位置づけられるにたる性格を確
かに有しているＰ
これに対し，「連帯集団」が提供する経済的

報酬や政治的便益やコミュニケーションネット
ワークや運動を正当化する信念体系と，社会運
動の発生との因果関係を主張するのが，「連帯
理論」(sondaritytheory)である。公民権運
動に関する一連の研究ご13)Tmyら[1975)は，
「連帯集団」が運動の発生に大きく貢献した事
実を報告している。またObershall[1978)は，
運動組織にとっては，人的資源の動員に関して
「連帯集団」からの「ブロック動員」(bloc
mobnization)の方が,個々ばらばらの個人を動
員するよりもコストが割安であると指摘してい
るが，これはいいかえれば，連帯集団に所属す
る個人の方が運動組織への参加の機会が多いと
主張していることになる。
このように見てくると「崩壊理論」が運動の

発生を抑制する要因に主たる関心を向けるのに
対し，「連帯理論」は運動の発生を，促進する
要因を重視することがわかる。しかしながら両
者のこの対立は，架橋しえないような類いのも
のなのだろうか。相対的剥奪感論を関係的パー
スペクティヴで補完し，社会問題過程の発生を
分析しようとする本稿の立場からすると，「抑
制要因」と「促進要因」とは共に捨象しえない
重要な関係的変数であって，二者択一の問題で
はない。
この点で注目したいのは,Useem(1980)の

研究である。彼はボストンの「反バス通学運動」
(anti-bussingmovement)に取材し，運動へ
の「参加」や「支持」を「崩壊理論」（大衆社
会バージョンと不満バージョン）と｢連帯理論」
の，いずれがよりよく説明できるのかを比較検
討している。分析の結果は次の通りである。①
「連帯尺度」と「運動への支持」や「運動への

’

第三節社会問題過程の結果局面の
分析枠組

１．現象学的観点の導入
本節では社会問題過程の結果局面の分析枠組
を提示する。そこでまず分析枠組の鍵概念たる
「レイベリング」と「アイデンティティ」の現
象学的理解から始める。まず「レイベリング」
概念の理解を深めるためには,Schutzの諸論考
が参考になる。Sc加tzが一貫して持ち続けた主
要な関心の１つに「人は如何にして他者を理解
するのか」という主題がある。この点に関する
彼の主張を簡単にまとめておこう。①「今ここ
に」から新たな「今ここに」への未分化な感覚
刺激の束であるところの「生きられた経験」は，
「理解｣という意味構成作用が向けられて初め

’
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て有意味な経験となる。②「理解」の対象とな
らなかった多くの「生きられた経験」はそのま
ま流れ去っていく。③「他者理解」の対象たる
他我の「生きられた経験の流れ」は，理解する
自我には断続的かつ部分的にしか与えられない
し，理解する自我の解釈図式と他我自身の解釈
図式とが一致する保証はどこにもないので，通
常は自我の「他者理解」と他我の「自己理解」
とには齪嬬がある。④全ての理解は「類型」
(type)の付与即ち「類型化」(typification)
であるが，相互行為関係にある「直接的存在者」
(consociates)に比べ，記号としてしか与えら
れない「同時的存在者」(contemporaries)-fo
「先行者」(predecessors)や「後継者」
(successors)は，より少数の匿名的で部分的
な類型を用いて理解される。⑤このような種類
の「他者理解」は理解の対象たる他者に関する
第三者の理解を手掛かりに行うしかない。⑥構
成され提示された類型は次第に構成主体の「主
観的意味連関｣から自立し，「客体的意味連関」
に加わっていく!馴
次に「アイデンティティ」概念の理解のため
にLaingの議論を簡単に検討する。Laingの中心
的な主題は，他者が自己を如何なる存在と見な
しているのか，自己に如何なる振舞を期待して
いるのか，自己を掛替えのない存在として愛し
ているのかどうかということが自我に如何なる
影響を及ぼすのかというものである。Schutz
の場合と同様にLaingの論点を単純化して示せ
ば次の様になる。①自ら抱く「対自的アイデン
ティティ」と他者から与えられる「対他的アイ
デンティティ」とが一致して初めてアイデンテ
ィティは確立する。②相互に相手の「対自的ア
イデンティティ」を承認し合う時に関係は最も
安定的かつ「補完的」となる。③他者から「石
化」されたり「道具化」されたり「記号化」さ

れたりする個人は，役割を演じる「ニセ自己」
と「本来的自己」とを分離したり，先手を打っ
て他者を「石化」したり「道具化」したり「記
号化」したりすることによって自我の危機に対
処する。④自我の危機に対処するために「ニセ
自己」と「本来的自己」とを分離した個人は，
他者との直接的な交流を回避し自閉的小宇宙に
おいて全能たろうとするが，他者によって自己
が確証されたり豊かにされたりすることがない
為，次第にナルシシズムの更新と空虚感とがも
たらされる。⑥相互に相手が期待する通りの
「ニセ自己」を提示し合う時に，「共謀_｜と
Laingが呼ぶ擬似的「補完関係」が成立する。

２．レイベリング理論の分析枠組
レイベリング理論は，「逸脱行為」をあくま

で相互行為過程の一局面と見て分析するという
特徴を有する。「逸脱者」に対するレイベリン
グやサンクション付与を中心に展開する社会統
制過程の分析や，それを犯せば逸脱となる規則
の制定過程の分析を指向するレイベリング理論
の問題関心は，社会問題過程の結果局面の分析
のそれに全く一致する。
レイベリング理論が用いる最も基本的な概念

は，「ラベル」と「レイベリング」である。こ
れらの概念の意味は必ずしも明示的には述べら
れていないが，おそらく次のように考えるのが
良い。まず「ラベル」とは，「逸脱的行為_|や
「逸脱的属性」に関する定義と，際だった正又
は負の情緒的意味を内包する類型のことである。
又「レイベリング」とは，「ラベル」を用いた
他者評価を，当該他者や第三者に伝達するコミ
ュニケーション行為のことであ弍6）
規則制定過程の分析に際して，レイベリング

学派が重視する変数は，道徳的くわだてをおこ
した諸集団の「レイベリング能力」と「サンク

- ８ -
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「社会統制者」と「逸脱者」の道徳的政治的力
関係に規定されるとレイベリング理論は主張す
る。

ション能力」，更に彼らに反対し所与の道徳的
秩序を維持しようとする「対抗集団」-例え
ば統制エージェント，規則の制定が現実化する
と逸脱者となる集団，規則の制定によって損害
を被る集団など一の「対抗的レイベリング能
力」や「対抗的サンクション能力」である。「道
徳的活動家」の「レイベリング能力」とは，彼
らがコミットする価値や規範からは，当然逸脱
とされねばならない一群の人々の行為や属性を
社会問題として公表し，自らの主観的定義を客
観的定義へと昇格させる能力のことである。例
えば,Becker(1963)が行った「マリファナ
税法」の制定過程の分析においては，「道徳的
活動家集団」たる連邦麻薬局の「マスコミ動員
力｣や｢専門家動員力｣が問題にされていざヅ
又「道徳的活動家集団」の｢サンクション能力」
とは，正または負の政治的経済的社会的サンク
ションを提供しうる能力の事である。「レイベ
リング能力」が不十分で道徳的コンセンサスを
得られない時には，この「サンクション能力」
を行使して規則の改変を達成することができ
る"規則制定過程の推移は,要するに｢道徳的
活動家集団」と対抗集団の道徳的政治的実力差
により決まるというのが「レイベリング理論」
の主張である。
社会統制過程の分析に際しても，レイベリン
グ理論は｢社会統制者｣の「レイベリング能力」
と「サンクション能力」，これに対する「逸脱
者」の「対抗的レイベリング能力」と「対抗的
サンクション能力」を重視する。例えばSykes
andMatza〔１９５７〕やEmerson〔１９６９〕らは，
非行少年の「対抗的レイベリング能力｣-
Sykesらはこれを「中和の技術」と呼んでいる
一の分析を行っているＰまたMatza[1969]
は，社会統制がかえって逸脱を再生産するメカ
ニズムを分析している。社会統制過程の帰趨も，

３．アイデンティティ理論の分析枠組
「道徳的活動家」や「逸脱者」や「統制者」

が他集団からのサンクションを不当な「剥奪」
と考え，相対的剥奪感を感ずるのか，それとも
それを正当な「処罰」として受け入れ，罪意識
や恥意識をいだくのか，或は又，それを今後は
回避しなければならない「費用」とみなすのか
は，サンクション付与と同時になされるレイベ
リングが彼らに如何なる影響を及ぼすのかにか
かっている。社会問題過程において，レイベリ
ングとカウンターレイベリングが交錯して如何
なる結果をもたらすのかを重点的に分析するた
めには，アイデンティティ理論が有用である。
尚，アイデンティティ理論は相対的剥奪感論と
つなぐ事によって発生局面の分析においても有

益な成果を提供する。
「自分は他ならぬ．…･･である」という確信を

意味する「自我アイデンティティ」(ego
identity)は，個人の自己イメージたる「個人
的アイデンティティ」(personalidentity)と
個人に対する他者のイメージたる「社会的アイ
デンティティ」(socialidentity)とが一致す
る時に確立し，これらが対立する時に崩壊する
という基本仮説を，アイデンティティ理論は有
する！’更にｱｲﾃﾝﾃｨﾃｨ理論は｢自我アイ
デンティティ」を個人主体の機能要件の一種と
みなし，「自我アイデンティティ」の崩壊の危
機に直面した個人は「個人的アイデンティティ」
または「社会的アイデンティティ」の修正をは
かることによって「自我アイデンティティ」の
再統合を目ざすと考える。
ここでは「社会統制集団」から「逸脱者」と

- ９ -
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いう「社会的アイデンティティ」を付与され，
「自我アイデンティティ」の危機を経験する個
人の反応を考察しよう。このような場合に一般
にまず試みられるのは，「標準的自我アイデン
ティティ」の再建-これを「常人化」と呼ぶ
ことにする-である。筆者は「常人化」の試
みを，模範的標準的行為を積み重ねて「社会的
アイデンティティ」の再修正を実現しようとす
る「修正」と，既存の社会関係から離脱して新
たな社会関係の中で常人に戻ろうとする「逃避」
の試みと，身元をいつわる事によって直接的な
スティグマタイゼイションを回避し，「自我ア
イデンティティ」をささえようとする「身元隠
し｣(Passing)に,区分するｇ,
「常人化」の試みが失敗し，更にこの後で言

及する「受動的翻身」や「能動的自己変革」も
不可能な場合には，「逸脱的社会的アイデンテ
ィティ」を付与された社会成員は，「逸脱的ア
イデンティティの受容」をせざるをえない。筆
者は「逸脱的アイデンティティの受容」を，他
者の評価を完全に受け容れてしまう「逸脱者の
自認」と，よりましな逸脱者を演じて「逸脱的
社会的アイデンティティ」の値引きを求める。
「よりましな逸脱的アイデンティティとの交換」
の試みと，生活をドラマ化し，行為を演技化す
ることによって現実から距離を取ろうとする
「自我の二重化」に区分するのが便利だと考え
る字
社会統制集団からのレイベリングに対する逸

脱者や道徳的活動家の対応が「常人化」や「逸
脱的アイデンティティの受容」であるならば社
会統制は成功したと言える。これに対し，「革
新的社会的アイデンティティ」を提供する対抗
集団に吸引され，再社会化され，「受動的翻身」
(passivealteration)を行った逸脱者や「革新
的自我アイデンティティ」の相互補完的確立，

すなわち「能動的自己変革」を達成した逸脱者
集団は，道徳的くわだてに参加する可能性が高
い。これ故，スティグマタイゼイションの対象
となるような道徳的くわだての発生と継続のた
めには，集団は「革新的自我アイデンティティ」
を確立していなければならな‘伊レイベリング
が有効に機能すれば道徳的くわだてへの参加を
動機づける相対的剥奪感や義憤はそもそも発生
しえな‘ぞ，

第 四 節 道 徳 的 く わ だ て と して の
福祉権運動
一つのケーススタディ

本節では，これまで検討してきた分析枠組を
一つの限定的主題に適用する。この限定的主題

とは，抗議や政策要求がスティグマタイゼイシ
ョンの対象となるような道徳的くわだての-一例
としての「福祉権運動」(welfarerights
movement)であるf5)そこで最初に如何な繍
理構造を備えた正義の体系が福祉権運動や縮祉
受給者を逸脱と定義し，福祉政策の抑圧を正当
化するのかを考察し，次いで如何なる正義が貧
困者の相対的剥奪感を強化し，良心的支持者の
道徳的意識を喚起し，福祉政策の充実を要求す
る福祉権運動を正当化するのかを考察し，最後
に,１９６０年代にアメリカで発生した福祉権運動
の一例を分析する。

１．自由権的正義とスティグマ
まず「交換」を通じて幸福を追求することを

社会正義と主張するような-群の思想や道徳を
「自由権的正義」と呼ぶことにして，この道徳
体系に論理必然的に含まれざるをえない規範要
素を示すことにしたい。「強制的収奪」--例
えば負のサンクション能力を用いた脅迫，制度
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２．社会権的正義の論理構造
ある種の非互酬的一方向的資源移転を正義と

定義する一群の思想や道徳が存在する。「特権」
に応じた資源移転を正義と定義する「伝統的正
義」や「公共の福祉」の増進という観点から資
源移転を制御する「功利主義的正義」や，「手
段と機会の実質的平等化」と「ニードに応じた
分配」とを要請する「社会権的正義」がそれで
ある。これらの道徳体系のうち，貧困者の生活
水準の向上を権利として要求する福祉権運動が
コミットすべきそれは,言うまでもなく「社会権

的正義｣であ表、
「社会権的正義」の典型はRawls(1971]の
『正義の二原理』のうちの「第二原理a)」であ
る苧Rawlsは,個々 人の具体的で個別的な利害
が存在し，相互に対立し合う文脈においては，
個々の利害が原理の選択に影響を及ぼすが故に
合意が成立しえないのであれば，一般的な利己
心だけを残して一切の特殊個別的利害を捨象し
た場一「無知のヴェール」に包まれた原初状
態一を想定することによって万人の合意を得
られるような正義の基本原理が見出せないかと
考える。そしてRawlsが，かかる「原初状態」
で合意される原理であるとして呈示するのが
「第一原理：各個人は，全ての個人の自由の体
系と，両立する限りにおいてもっとも広範囲な
基本的自由の全体系に対する平等な権利を持つ
べきである。第二原理旧)社会的経済的不平等が

存在するとしても次の条件が満たされなければ
ならない。e)社会で最も不利な立場に置かれた
人々の利益が最大でなければならない。（ただ
し未来の世代に公正な配分を残しつつ),(Ij社
会の役職や地位は公正な機会均等の条件の下に
万人に開かれたものでなければならない｡」
(Rawls,1971,p.302)である。これらのうち
第二原理(a)は「ロールズのマクシミン原理」と

的特権や差別に基づく資源移転一を不正な行
為や制度と定義し，「交換する自由」や「交換
しない自由」を権利として保護するために,「自
由権的正義」は「契約自由の原則」を規範要素
として含まなければならな‘伊
また「自由権的正義」は「契約自由の原則」
を踏みにじってなされた収奪や契約不履行の痕
跡を一掃し，その影響を無効化するために不当
な被害の補償を要求する規範，「補償的正義」
(compensatoryjustice)をも必要とす表’更
に「自由権的正義」は「交換の自由」を保護す
るだけでなく，積極的に「交換」を価値づけ奨
励するために｢貢献原理｣を必要とする甲資源
移転は貢献に応じてなされるべきだとする「貢
献原理」は，一種の「交換規範」であるから，
「自由権的正義」はこの規範を含むことによっ
て，過度な「愛他的贈与」や，「贈与」に返報
しない受益者や，「貢献原理」から逸脱するよ
うな自由意志に基づく「差別」を非難すること
ができる写
かかる特徴を有する「自由権的正義」からは，
自発的な意志を無視して強制的になされる資源
の一方向的移転は不正である。また真に救済を
必要とする人々に対し一般社会成員が自発的に
合意して行なう社会福祉サービスは，私的ボラ
ンティア活動と同じく共同体の愛を体現する活
動であるが，社会成員のコンセンサスを得られ
ないような「過剰」な社会福祉サービスは一転
して「収奪」と定義される。「自由権的正義」
は福祉サービスの「再民間化」と「鱸出原理」
の強化を絶えず要求する§，また自由権的正義は
自立更生の意欲を欠く公的扶助受給者，とりわ
け労働能力を有する受給者に「福祉のかっぱら
い」(scrounger)のラベルを付与する。更に福
祉を権利として要求する福祉権運動に対しては，
一層強力なスティグマタイゼイションを行う。

’

’
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(NationalWelfareRightsOrgamzation)
（１９６６年結成）は，最盛期（1969年）には正
式会員10万人を要する一大社会運動組織であっ
た。まずNWROの「要求」「運動内容」「運
動論｣を示せば次のようになる。(A)「要求」，
①全国保証所得制度の創設②受給者に対する調
査行動の制限③AFD縄受給する母親が男性
と同居することを禁止した規則の撤廃④健康で
人間らしい生活を送れるまでの給付水準の引き
上げ⑤追加所得を理由になされる扶助削減の禁
止⑥受給者の法的諸権利の尊重⑦職業を持つ母
親の為の保育施設の充実③職業訓練プログラム
の質的向上⑨より適切な医療扶助⑩衣類及び家
具手当の引き上げ⑪社会福祉に関する広報活動
の強ｲ産刀(B)「運動内容｣，①公的扶助の受
給申請や特別物品の受給申請を組織的に進める
集団給付運動②不当な申請却下や扶助打ち切り
に対する法廷闘争③福祉機関の違法行為に対す
る直接的抗議や福祉サービスの充実を要求する
ﾃﾓﾝストレーショ甥(C)「運動論｣①福
祉権運動に扶助受給者や貧困者を動員する'ため
には，福祉権思想をキャンペーンすることによ
って彼らのスティグマ感覚を軽減しなければな
らない。②また運動目標は具体的かつ短期豹な
ものでなければならない。③運動の正当性を誇
示する為に直接行動や法廷闘争を重視しなけれ
ばならない。④参加者に費用をできるだけ負担
させないような運動によって，参加者の利益と
なるような運動目標の達成を目指さねばならな
い。⑤貧困者や扶助受給者がターゲット曳國か
ら一定の譲歩を引き出すことができるのは,自
立更生という役割期待を拒否し組織的に救助を
申請し財政的政治的混乱を引き起こし得た時だ
けである§，
NWROの運動の発生は社会問題の社会学の
分析枠組を用いて次の様に説明することができ

して著名である。彼は，不確実下に置かれた個
人は誰しもかけがえのない人生を大きく規定す
るただ一回の選択に際して，最悪の事態を最小
限度に押さえるような安全第一の選択-最も
恵まれない個人の状態が相対的に最良であるよ
うな社会状態の選択一を行うはずだと主張す
る。
筆者はRawlsのこの「正義論』は多分に戦略
的な議論であると考える。すなわち彼は「自由
権的正義」が支配的な現代にあっては，ラディ
カルな「社会権的正義」を直接説得することは
困難と考え，功利的理性に訴えようとしたので
ある。それはともかく，「マクシミン原理」よ
りは，「個別的利害を捨象して普遍的正義を選
択すべきだ」という規範と，「原初状態におけ
る個人の幸福追求権を承認すべきだ」という規
範を説得する方が確かに容易である@，“
「Rawisのマクシミン原理」が「ニードに応

じた分配」を要求するのに対し，「アファーマ
ティヴーアクション」を基礎づけた「優先処遇
の原理」(preferentialtreatment)は「手段
と機会の実質的平等化」を要求する規範である。
「優先処遇の原理」は労働者の雇用や学生の選
択に際して，これまで政治的社会的経済的差別
の犠牲となってきた黒人や他のマイノリティ集
団や女性を，一定の割合を越えて選択すべきこ
とを主張する規範である。この規範の最も本質
的特徴は，「集団権」(groUpright)を設定し，
集団の水準で「手段と機会の補償」を要求する
点にある苧なお｢優先処遇の原理｣は，「補償
的正義」からの拡張になっているためリベラル
派の賛同を得やすい規範である。

3.1960年代アメリカの福祉権運動の分析
公的扶助受給者によるアメリカ史上初の福祉
権運動の担い手となった「全国福祉権組織」
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失し必然的に外部からの資源供給もストップし
てしまった。資源動員力の枯渇はNWROにと
っては致命的であった。

る。社会改良への関心の高まり-なかんずく
貧困問題と黒人問題への関心の高まり-は福
祉権運動に正当性と資源とを提供した。勤労倫
理という支配的文化の中で貧困者は強いスティ
グマ感覚を抱いていたにもかかわらず，民主党
政府の「貧困戦争」が貧困は社会システムの欠
陥によることを宣言し，公民権運動が貧困は人
種差別の累積的帰結であることを宣言したこと
によって，革新的アイデンティティと相対的剥
奪感を抱くようになった。また福祉権運動は参
加者に選択的利益を提供し得たということによ
っても大きく成長した。苦情処理や集団給付運
動という具体的戦略がこの点では功を奏した。
また政府のコミュニティ活動計画や，コミュニ
ティオーガニゼイションを進める教会からの財
政的人的支援は福祉権運動を資源の面から支え
た。
またNWROの運動の帰結は次の様に説明す
ることができる。１９６０年代アメリカにおいて
発生した福祉権運動は運動の正当性も運動を進
めるための資源も完全に外部の集団に依存して
いた。勤労倫理が文化的基調となっている社会
では福祉受給者自らスティグマ感覚を抱いてい
る為，福祉権運動に対する受容的雰囲気が失わ
れると即座に革新的アイデンティティと相対的
剥奪感とは消失する運命にある。Nixon政権の
登場はこのような転機であった。またもともと
扶助受給者は社会運動の為に支払いうる経済的
資源をほとんど持ち合わせていないし，組織労
働者とは異なり，否定的サンクション能力も乏
しい為，福祉権運動は資源の供給をほとんど外
部の集団に依存することになった。社会改良的
ムードが横溢していた時期にはそれでも福祉権
運動は他の集団に政治的心理的報酬を提供し得
た為，互酬的交換関係が成立したが１９７０年以
降のworkfareの時期には，かかる貢献力も消

注
(1)「コンセンサスアプローチ」は「支配的価値」
や「支配的規範」の形成過程を分析しない。尚，
「コンセンサスアプローチ」の典型は「アノミー

論」である。
(2)Kitsuseらは自らのアプローチを「主観主義
的アプローチ」と呼び,Mertonのアプローチを
「客観主義的アプローチ」と呼んでいる。

(3)念の為述べておけば，脇脱行為｣は職制者」

を自認する社会成員によって，そのように評価さ
れた行為のことである。「レイベリング理論」は
「コンフリクトアプローチ」を標傍している。

(4)大村〔1977〕は，「レイベリング理論」が想定す
る行為理論の，かかる特徴を「外在性のテーゼ」
と呼んでいる。

(5)朧力低下型剥奪感」の例として頻繁に言及さ
れるのが，ナチズムを支えたドイツの没落中産階

級のそれである。また「期待上昇型剥奪感」の例
としては，公民権運動やリベラルリフォームの影
響で期待が高まった1960年代のアメリカの黒人の
それを指摘できる。また「期待上昇・能力低下型
剥奪感」は，近代化を目指す第３世界の国々で時
折発生する剥奪感である。
(6)Geschwenderは高い教育地位と脚､職業・所
得地位の不整合がエリート黒人を公民権運動に向
かわせたと指摘している。

(7)「実現可能性」はGurrの「価値能力」とは異
なる概念である。価値能力は不足しているが，集
合的暴力や社会運動に訴えれば価値客体を獲得で
きるという信念をそれは意味する。

(8)但し，ここでの論述は幾分単純化してある。
(9)ただし国際比較研究という大きな制約の為に

’
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「相対的剥奪感」は状況的変数を指標に取ってい
る。

⑩Adams(1963)は実証研究によって,低賃金
に対する不公平感は労働生産性を低下させると指

摘している。
UDObershal l (1978)やTi l ly,eta l , (1975)
を参照せよ。

⑫Smelser(1962)の『集合行動の理論』も崩壊
理論の典型である。
⑬Marx(1967)またCaplan&Paige(1968)
等を参照せよ。

側アイデンティティ理論に関しては次節で検討す
る。

⑬事例を挙げて敷桁しよう｡Dickson(1968)は
Becker(1963)の「マリファナ税法」の制定過

程の分析を再分析し，連邦麻薬局の法制定動機に
自己の権益の拡大があったと指摘したが，一般成
員にはこの種の主観的意味理解は極めて困難であ
る。連邦麻薬局により産出され対象化された「マ
リファナ使用者」という逸脱類型は，主観的意味

連関から独立し客観的意味を内包する記号となる。
一般成員はこの客観的類型を用いてステレオタイ
プ的にマリファナ使用者を理解することになる。

㈱Goffmanの言う「スティグマタイゼイション」
は「スティグマ」と彼が呼ぶ負のラベルを他者に

付与するコミュニケーション行為のことであると
したい。

㈹「専門家動員力」は「レイベリング能力」の重
要な一部である。深刻な社会問題の存在と対策の
必要性に関する道徳的活動家集団の一般的信念は，
当該社会問題の傅門家」による科学的分析で確
証され，法律の専門家による種々の法的問題の調
整を経て初めて実際的で説得力のある要求として
認知される。

⑱「レイペリング能力」と「サンクション能力」
は，筆者がレイベリング理論の基本的発想を説明

する為に用いる概念であって，レイペリング理論
家が使用しているわけではない。
09Sykes等が指摘する「中和の技伽は「自己責
任の否定」「危害を加えた事の否定」「自己の行
為は正当な処罰行為ないし報復行為であった！とす
る弁明」「告発者の告発」「より上位の道徳に従
ったのだとする弁明」である。

剛いずれも筆者の用語である。
伽「修正｣｢逃避｣は宝月誠(大村･宝月）〔19719〕
の用語「身元隠し」はGoffman(1963)の用

語である。
側「逸脱者の自認」と「よりましな逸脱的アイデ
ンティティとの交換」はやはり宝月の用語「自

我の二重化」は筆者の用語だがGoffman(1959)
の「演技」やLaing(1960)の「ニセ自己」と発

想は同じである。
卿「翻身」についてはBerger&Luckman
〔1967〕を参照せよ。

伽社会問題過程への参加動機の分析にさいし丈，
相対的剥奪感をアイデンティティ理論で補完も|

鯛「福祉権」はアメリカで一般に用いられる概念
だがその意味は畦存権」にほぼ等しい。

鯛各プレーヤーの選択が交叉する事によって飴れ

ぞれのプレーヤーに，利得や損失がもたらされる
ような相互行為を「ケーム」と呼ぶ事ができる。
このうち「交換ケーム」の本質的特徴は喫約の

任意性」という点にある。また各プレーヤーが自
己の幸福を求めて合理的に選択すると，特定のプ
レーヤーに利得をもたらし他のプレーヤーに損失

をもたらすような鞍点(SaddlePoint)に必ず
到達してしまうようなケームが，利得を得られる
プレーヤーの「自由意志」によって「強制的」に

行われる場合には,それを「収奪ケーム」と呼ぶの
が適当である。もし「契約自由の原則」がルール
となっていなければ，「自由権的正義」は「収奪
ケーム」を禁止することができない。
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伽「交換の自由」は喫約自由の原則」さえ存在
すればルールによって保護されたことになるし，
処罰だけを考えれば必ずしも聡償的正義」は要
請されない。しかし交換を通じて幸福を追求する
事を正義と定義する「自由権的正義」が，不正な
ケームによって損われた倖福の補償」を規範的

に要求できないならば，正しき人々の幸福を実質
的に保護しうる十全な道徳体系にはなり得ない。

鯛類似の概念に腫酬規範｣(NormofReciprocity)
がある。これについてはBlau(1964)参照。

鋤「契約自由の原則」からは自由意志に基づく差
別（具体的には交換の拒否等）を非難することは
できない。

"Timuss(1974)を参照せよ。
GD「自由権的正義」は「契約自由の原則」と「貢
献原理」によって「特権」や「差別｣を否定し｢機
会均等」を要求する。これに対して「社会権的正
義」は，貢献力を規定する「手段と機会の実質的

平等化」と，峨望」(Want)ならぬ「Needに

応じた分配」を要求する。
㈱市井〔1971〕等を参照せよ。
鯛しかし「原初状態」における合理的選択が「マ
クシミン原理」であると即断する事はできない。

「期待効用最大化原理」や「許容原理」も考えら

れる。
64)Hammond(1976)は社会的意思決定理論の立
場から「ロールズのマクシミン原理」の論理分析
を行い，「マクシミン原理」（厳密にはレクシミ
ン原理）と同値関係にある遙かに説得的な５つの

規範要素のセットを提示している。
鯛詳しくは,Fullinwider(1980)を参照せよ。

尚「社会的費用」の補償という考え方はTimuss
〔1974〕にある。

鯛「要扶養児童扶助」(AidtoFami lywith
DependentChildren)の事である。

67)Piven&Cloward(1971)を参照。
㈱ibid.及びPiven&Cloward[1977)を参照。
㈱Cloward&Piven(1966)
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